
《 福祉なるこは、皆様からいただいております社協会費で作成しております 》 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               鳴子支所だより 

 

 
 

発行・編集 

大崎市社会福祉協議会 鳴子支所 

〒989-6801 

大崎市鳴子温泉字末沢１ 

(鳴子保健医療福祉総合センター内) 

TEL 83-2870 FAX 83-2872 

 大崎市社協ホームページアドレス 

http://www.osaki-shakyo.com/ 

   

■鳴子居宅介護支援事業所（ケアマネジメント） 

■玉造ヘルパーステーション（訪問介護） 

■鳴子デイサービスセンター（通所介護） 

■オニコウベデイサービスセンター（通所介護） 

■老人福祉活動事業 

 ひとり暮らし高齢者のつどい 

■児童・青少年福祉活動事業 

 福祉教育・人材育成 

 協力校指定助成事業 

 募金活動支援事業 

（愛ちゃんと希望くんの募金活動） 

■ボランティア活動育成事業 

 （ボランティア養成講座・福祉まつり） 

■災害ボランティア支援事業 

■広報啓発事業 

 支所だより「福祉なるこ」の発行（年４回） 

■部会委員会活動 

 地域福祉推進委員会・社会福祉協力員活動推進事業 

■地域福祉活動推進事業 

 世代間交流事業 

 福祉まつり 

１００歳花束贈呈事業 

 障がい者団体支援事業 

■小地域ネットワーク活動事業 

 福祉出前講座 

 地域コミュニティ活動支援事業(温たまサロン) 

 買い物支援事業 

■福祉教育・人材育成援助事業 

音楽ふれあいコンサート事業 

■高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 

■地域介護予防活動支援事業 

「高齢者の集い事業」 

「会食サービス事業」 

 

■歳末たすけあい事業 

 地域あんしん見守り事業 

 クリスマス配食サービス事業 

 雪かき隊事業 

■生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業） 

■生活安定資金貸付事業 

■愛の金庫貸付事業 

■日常生活自立支援事業「まもりーぶ」 

 （県社協受託事業） 



《 福祉なるこは、皆様からいただいております社協会費で作成しております 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
介護保険のサービス
を利用するには、要
介護認定の申請をす
る必要があります。 

デイサービスは入浴だけでなく、
たくさんの年間行事を計画しなが
ら皆さんをお待ちしております。 

介護についての心配事などありましたら、お気軽にご相談ください。 
「だれもが安心して暮らせるまちづくり」をお手伝いさせていただきます。 

～連絡先～ ●大崎市社会福祉協議会 職員厚生課 
大崎市古川三日町２丁目５－１ 古川保健福祉プラザ ３階  電話０２２９-２１-０５５０ 

●大崎市社会福祉協議会 鳴子支所総務福祉係 
大崎市鳴子温泉字末沢１ 鳴子保健医療福祉総合センター内 電話０２２９-８３-２８７０ 

◆応  募: 電話連絡の上、履歴書、資格証 
(写し)を送付ください。 

◆応募条件: 介護員：特になし  
訪問介護員：介護初任者研修習得以上 

      看護職員：看護師・准看護師 
◆待  遇: 当会給与規程に基づき決定いたします 
      パートタイムでの勤務可 

※勤務時間等相談に応じます 

◆職 種: 介護職員・看護職員 
 
◆勤務先: 通所介護事業所・訪問介護事業所 
 
◆年齢／性別：不問 

 

 
  
 
 
 
 
【寄附】 
 
★ 大崎市立鬼首小学校 

令和元年度 第５・６学年一同 様 
                ３，504 円 
 
【物品寄附】 
 
★軍沢、寒湯地区ボランティア代表 
渡部 智恵子 様      雑巾８０枚 

 
 
★大山 厚昭 様    シャワーチェアー 

 
 
★湯あみの宿 ぬまくら 
沼倉 浩章 様      肌着 10 枚  

              シーツ 4 枚 
              靴下  2 足 

        
 

 

新型コロナウイルスの影響によって減収してい

る世帯に対して社会福祉協議会では貸付を行って

います。貸付対象は大崎市に住所を有し、新型コロ

ナウイルス感染症の影響を受け、緊急かつ一時的な

生計維持のための貸付を必要とする世帯が対象と

なります。貸付金額は原則として，一世帯につき一

回限り１０万円となります。貸付申込窓口は大崎市

社会福祉協議会鳴子支所となります。（お住まいの

地域の本会各支所が貸付申込窓口です）相談受付は

月曜日～金曜日（土日祝日除く）午前９時～午後４

時までとなります。 

詳しく知りたい場合には大崎市社会福祉協議会

のホームページを見て頂くか、下記までご連絡下さ

い！ 

 大崎市社会福協議会 鳴子支所 

☎0229-83-2870 

〔令和 2 年２月１１日～令和２年４月１０日受付分〕 

 

鬼首小学校様から 

寄附を頂く様子 

生活福祉資金緊急小口資金 

（特例貸付）のご案内 


